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リ・ジェネレーション株式会社による 

当社臨時株主総会についての議決権行使書面等の閲覧謄写に関するお知らせ 

 

 当社は、2023年３月 20 日付け「リ・ジェネレーション株式会社から当社臨時株主総会につい

ての『代理権を証明する書面及び議決権行使書面の閲覧謄写請求書』の受領に関するお知らせ」

においてお知らせしておりますとおり、2023年３月 16日に開催した当社臨時株主総会（以下

「本臨時株主総会」といいます。）に関して、リ・ジェネレーション株式会社（以下「リ・ジェ

ネレーション」といいます。）の代理人から、同月 17日に、同月 16日付け「代理権を証明す

る書面及び議決権行使書面の閲覧謄写請求書」（以下「本請求書」といいます。）を内容証明郵

便で受領していたところ、本請求書に基づく請求は、会社法 310条７項及び同 311 条４項に基

づくものであり、本請求書には「請求の理由」と思しき記載があるものの、その内容は不十分で

あると思われたことから、なぜ本臨時株主総会に係る代理権を証明する書面及び議決権行使書面

の閲覧謄写を請求するのか、その「請求の理由」を明らかにした上で、再度請求するよう要請い

たしました。 

 当社の要請に対して、リ・ジェネレーションから同月 22日付け「代理権を証明する書面及び

議決権行使書面の閲覧謄写請求書（２）」を内容証明郵便で受領し、本臨時株主総会に係る代理

権を証明する書面及び議決権行使書面の閲覧謄写を請求する「請求の理由」を明らかにしたもの

と認められたものの、当該請求は同日時点における当社の社内規程上の当社所定の最新の書式

（以下「本書式」といいます。）に基づく請求ではなかったため、当社は、リ・ジェネレーショ

ンに対して、同月 23日に、改めて本書式に基づく請求をすれば、本臨時株主総会に係る代理権

を証明する書面及び議決権行使書面の閲覧謄写を認める旨連絡いたしました。 

 その結果、当社は、リ・ジェネレーションより本書式に基づいた請求を受領いたしましたの

で、リ・ジェネレーションに対して、本臨時株主総会に係る代理権を証明する書面（委任状及び

その本人確認書類）並びに議決権行使書面の閲覧謄写を認め、本日、リ・ジェネレーションは閲

覧謄写を行いましたのでお知らせいたします。 

 当社代理人がリ・ジェネレーションから受領した「代理権を証明する書面及び議決権行使書面

の閲覧謄写請求書（２）」については、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.nagahori.co.jp/）に掲載いたします。 

 

以 上 

 


